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人給労管 

令和 2 年 3 月 26 日 

 

各部局事務（部）長 殿 

本部事務機構各部（課・室・センター）長 殿 

 

人 事 給 与 課 長 

（公印省略） 

 

令和 2 年 4 月 1 日付け規程改正に伴う准職員等に係る 

年次有給休暇以外の休暇等の取扱いについて 

 

このことにつきましては、国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関す

る規程（平成 16 年規第 70 号、以下「規程」という。）の一部改正により、本年 4 月 1 日

以降は下記により取り扱いますので、遺漏のないように処理願います。 

 

記 

 

１．改正概要 

(1) 勤務しないことの承認 

区分 事由の概要 改正の概要 

一部 

変更 

妊娠中の女性職員及び産後 1 年を経過しない女性職

員が請求し、母子保健法に規定する保健指導又は健

康診査を受けるため次の表に掲げる期間勤務しない

こと。（※表省略） 

〔規程第 9 条第 1 項第 1 号〕 

有給の取扱いとする。 

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑

の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認

められるときは、所定の労働時間の始め又は終わり

につき 1 日を通じて 1 時間を超えない範囲内で、そ

れぞれ必要と認められる時間勤務しないこと。 

〔規程第 9 条第 1 項第 2 号〕 

准職員、無期准職員及

び再雇用准職員につい

て、有給の取扱いとす

る。 

労働時間内レクリエーションに参加するため必要と

認められる時間につき、年度を通じて 16 時間の範

囲内で勤務しないこと。 

〔規程第 9 条第 1 項第 4 号〕 

有給の取扱いとする。 
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(2) 年次有給休暇以外の休暇 

区分 休暇の名称 改正の概要 

新規 通勤災害休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 10〕 

准職員等が通勤による負傷又は疾病のため療養す

る必要があり、その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合に、必要と認められる期間取得す

ることができる（有給の休暇）。 

ボランティア休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 12〕 

准職員等が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に

貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが

相当であると認められるときに、一の年において 5

暦日の範囲内の期間取得することができる（有給の

休暇）。 

配偶者出産休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 14〕 

准職員等が妻の出産に伴い勤務しないことが相当

であると認められる場合に、妻が出産するため病院

に入院する等の日から当該出産の日後 2 週間を経

過する日までの間の 2 日の範囲内の期間取得する

ことができる（有給の休暇）。 

育児参加休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 15〕 

准職員等の妻が出産する場合であってその出産予

定日の 6 週間前の日から当該出産の日後 8 週間を

経過する日までの期間にある場合において、当該出

産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務

しないことが相当であると認められるときに、当該

期間内における 5 日の範囲内の期間取得すること

ができる（有給の休暇）。 

父母の追悼行事休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 18〕 

准職員等が父母の追悼のための特別な行事のため

勤務しないことが相当であると認められるときに、

1 日の範囲内の期間取得することができる（有給の

休暇）。 

一部 

改正 

業務災害休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 9〕 

有給の休暇とする。 

ドナー休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 11〕 

有給の休暇とする。 
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保育休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 13〕 

有給の休暇とする。 

子の看護休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 16〕 

有給の休暇とする。 

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する准

職員等が、その子の看護のため勤務しないことを申

し出た場合の休暇とする。 

介護休暇 

〔規程第 15 条 

第 1 項表名称欄 17〕 

有給の休暇とする。 

 

２．勤務日が週 5 日に満たない者の取扱い 

(1) ボランティア休暇 

例）週 3 日勤務（月・水・金曜日勤務）の者が、金曜日からボランティア休暇を取得す

る場合 

金 土 日 月 火 水 木  ５暦日の範囲内の期間の休暇であり、休日、振

替日、代休日、及び勤務を要しない日（火曜日）

は期間に含まれるため、２日の取得となる。 

○休    ○休   出   

1 2 3 4 5    

 

(2) 配偶者出産休暇、育児参加休暇 

例）週 3 日勤務（月・水・金曜日勤務）の者が、金曜日から配偶者出産休暇を取得する

場合 

金 土 日 月 火 水 木  2 日の範囲内の期間の休暇であり（※暦日では

ない）、休暇を取得する勤務日について 1 日と

数えるため、金曜日と月曜日に取得できる。 

○休    ○休   出   

1   2     

 

 


